
主催：原水爆禁止日本国民会議 

被災地フィールドワークについて 

～除染土の中間貯蔵施設等を視察～ 

 

●日 時 2026 年 3月 22 日（日） ８：00～16：00（予定） 

●集 合 ７：45 JR 福島駅西口（新幹線口）ロータリー・バスプール 

＊「原水禁」ののぼりを目印に立てます。 

＊当日の連絡先は、後日お知らせします。 

●定 員 40 人（定員になり次第締め切りとなります。） 

●参加費 7,000 円（バス代、昼食代、保険料等含みます） 

＊参加費は 21 日の集会受付横のブースでお支払いください。 

＊21 日の集会へ参加されない方は、当日集金となります。 

●コース （８：00）福島駅西口出発～東北中央自動車道経由～中間貯蔵事業情報センター・大熊町

（中間貯蔵施設含む）視察～昼食～「避難地域等の方との交流（予定）」～常磐自動車道～

相馬～東北中央自動車道～福島駅西口（16：00） 

＊道路状況、視察状況によって変更が生じる可能性がありますので、ご了承ください。 

＊解説添乗員が乗車します。 

●主 催 原水爆禁止日本国民会議 

連絡先 東京都千代田区神田駿河台 3‐2‐11 連合会館１F TEL 03‐5289‐8224 

●協 力 「2026 原発のない福島を！県民大集会」実行委員会 

●申込み 必要事項をご記入の上、FAXないしメールでお送りください。 

FAX 03‐5289‐8223 ／ メール office@peace-forum.top 

＊お申込み受付完了後、確認のご連絡をします。 

＊旅行保険申込のため、御名前、ふりがな・生年月日が必要となります。 

＊下記情報は、旅行保険の申込み、中間貯蔵施設見学登録以外には使用しません。 

＊中間貯蔵施設への立ち入りに際し、電話番号の登録が必要です。 

＊当日は顔写真付きの身分証（運転免許証等）が必要です。 

詳しくは、別紙の注意事項をご確認ください。 

●締切り 3 月５日（木） 

被災地フィールドワーク申込書 

お名前（ふりがな） 所属（あれば） 生年月日（旅行保険用） 連絡先（携帯） 

    

    

お申込み受付後の連絡先（なるべくメールアドレス） 

 

 

備考 

 

記入日   月   日  
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)は、法律に基づき、国等から委託を受けて中間貯蔵に係る事業を行う特殊会社です。中間貯蔵事業情報セ

ンターは環境省から委託を受けて JESCO が運営しています。 

中間貯蔵施設の見学を希望される方へ（注意事項） 

 

１．同意事項 

中間貯蔵施設は、帰還困難区域に立地しております。帰還困難区域への一時立入りにあたっては、以下のすべ

ての事項を確認の上、お申込みください。 

 

２．見学当日の留意点 

1. 帰還困難区域立入り※にあたり本人確認を行いますので、公的機関が発行した顔写真付きの身分証（運転

免許証等）をご持参ください。申込書と身分証に相違がある場合は入域できません（例えば、身分証の姓

が申込書と異なっている等）。 

2. 見学中は、スタッフの指示に従ってください。迷惑行為等があった場合には、見学を中止させていただくこ

とがあります。 

3. 貴重品はご自身で管理してください。 

4. 天候不良等の場合、見学を中止・変更させていただく場合があります。 

5. 盲導犬、介助犬、聴導犬等以外のペットを連れての見学はできません（一時預かりもできません）。 

6. 見学中は、車内での水分補給は可能ですが、食事や喫煙は禁止です。 

7. 土壌貯蔵施設など施設の写真撮影は可能です。なお、プライバシー保護の観点から、車窓から見える個人、

家屋等についての撮影はご遠慮ください。また、動画撮影や録音も、他の見学者のご迷惑になりますので、

ご遠慮ください。 

8. 見学の様子を、個人を特定できないかたちで環境省や JESCO のホームページ等で紹介させていただく場合が

あります。 

9. 見学の際は、半袖・短パン・スカート等の肌が露出する服装ならびにサンダル・ハイヒールでの参加はご遠

慮ください。また、スニーカー等の動きやすい靴での参加をお願いいたします。ご対応いただけない場合、

見学できないことがあります。 

10. 降車時は、ヘルメット・綿手袋・マスクを装着いただきます（当センターで準備）。 

 

【参考】                                        

※経済産業省ホームページ「帰還困難区域への一時立入り実施基準」         

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2023/231101_zisshikizun.pdf 

・帰還困難区域への立入りは、自らの責任において実施します。 

・申請内容を遵守します。 

・立入場所においては、環境省、JESCO スタッフ等の指示に従います。 

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2023/231101_zisshikizun.pdf

